
文字の形と語の識別

文
字
の
形
と
語
の
識
別
―
‐
「金

の
一５
の
字
形
―
‐

一
、
は
じ
め
に

現
在
、
「参
」
の
形
で
定
着
し
て
い
る
文
字
に
つ
い
て
、
余
良
時
代
の
生
の

資
料
を
観
察
す
る
と
、
そ
の
形
は

一
種
類
で
な
く

「余
」
と

「舎
」
の
二
種
の

（慶
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
の
字
形

「参
」
は
、
未
見
で
あ

Ｚ
つ
。本

稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
形
が
語
の
識
別
に
関
与
す
る
の
か
、
関
与
し
な
い

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
。
語
の
識
別
に
関
与
し
な
い
場
合
、
両
者
は

同
字
の
異
体
関
係
で
あ
る
と
認
定
で
き
る
。
語
の
識
別
に
関
与
し
た
場
合
、
両

者
は
別
字
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
文
字
用
法
の
史
的

変
化
を
示
す
現
象
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
。

本
稿
で
は
、
同

一
文
脈
に
お
い
て
入
れ
換
え
可
能
な
複
数
の
文
字
の
こ
と
を

同
字
の
異
体
関
係
と
認
定
し
、
字
形
に
類
似
が
あ
っ
て
も
、
同

一
文
脈
に
お
い

て
入
れ
換
え
不
可
能
な
複
数
の
文
字
の
こ
と
を
別
字
と
認
定
す
る
。

奈
良
時
代
の
生
の
資
料
と
い
え
ば
、
正
倉
院
文
書

・
木
簡

・
漆
紙
文
書

・
墨

桑

原

祐

子

書
土
器
な
ど
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
正
倉
院
文
書
と
木
簡
を
調
査
の
対
象
と
す

る
。
語
の
識
別
に
関
与
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
眼
目
で
あ
る
の
で
、

語
義
の
決
定
が
可
能
な
文
脈
を
も
つ
資
料
と
し
て
、
こ
の
二
つ
が
適
当
で
あ
る

と
考
）え
る
。

正
倉
院
文
書
は
、
正
倉
院
に
伝
来
し
た
造
東
大
寺
司
写
経
所
の
帳
簿
群
を
そ

の
中
心
と
す
る
人
世
紀
の
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
中
倉
に
伝
来
し
た

一
群

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
帳
簿
群
を

「写
経
所
文
書
」
と
称
す
る
。
ひ
ろ
く

正
倉
院
文
書
と
称
さ
れ
る
時
に
は
、
北
倉
に
伝
来
す
る
献
物
帳

。
出
入
帳
及
び

宝
物
と
と
も
に
伝
来
し
た
文
書
群
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
写
経
所
文
書
と

は
表
現
者

・
表
現
の
目
的

・
表
現
の
場

・
伝
来
の
契
機
が
異
な
る
の
で
、
区
別

し
て

「北
倉
文
書
」
と
称
す
。
更
に
、
写
経
所
で
二
次
利
用
さ
れ
た
た
め
に
写

経
所
文
書
の
紙
背
に
残

っ
た
戸
籍

・
計
帳

・
正
税
帳
な
ど
の
公
文
も
伝
来
し
て

い
る
が
、
こ
れ
を

「紙
背
公
文
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

正
倉
院
文
書
に
つ
い
て
、
正
集

・
続
修

・
続
修
後
集

・
続
修
別
集
は

『正
倉

院
古
文
書
影
印
集
成
』

一
―

一
四

（八
木
書
店
）、
塵
芥

。
続
々
修
は
マ
イ
ク
ロ

フ
イ
ル
ム
の
紙
焼
に
よ
っ
て
字
形
の
確
認
が
で
き
る
も
の
を
調
査
対
象
と
し
た
。



木
簡
は
、
釈
文

。
写
真
が
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
を
調
査
姑
象
と
し
た
。
奈

良
文
化
財
研
究
所
木
簡
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
で

「参

（本
文
こ

を
検
索
す
る
と
、

二
〇
〇
四
年
二
月
二
四
日
現
在
三
〇
六
点
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
こ
の
中
で
、
釈
文

が
決
定
で
き
、
写
真
が
確
認
で
き
る
も
の
を
対
象
と
し
た
。
二
七
七
点
が
こ
れ

に
該
当
し
た
。

二
、
写
経
所
文
書
か
ら
わ
か
る
《

・
合

の
書
き
分
け

正
倉
院
文
書
の
中
心
を
な
す
写
経
所
文
書
の
中
で
、
黍
と
全
が
ど
の
よ
う
な

語
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
写
経
所
文
書
の
年
代
は
天
平
―
宝
亀

年
間

（七
二
九
年
１
七
八
〇
年
）
の
約
五
〇
余
年
で
あ
る
。

合
は
、
数
字
三
の
大
字
と
参
河
国
に
使
用
さ
れ
る
。
三
の
大
字
の
例
は
写
経

所
文
書
に
大
量
に
見
え
る
。
参
河
国
の

「全
」
の
事
例
は

一
一
例
見
え
る
。

余
は
、
参

（
マ
キ
ル
）

。
不
参

・
参
向

。
参
来

・
参
上

・
阿
刀
与
参

（人
名
）

に
使
用
さ
れ
る
。

結
論
を
先
に
示
す
と
、
写
経
所
文
書
で
は
余
と
合
に
は
語
に
対
応
し
た
書
き

分
け
が
あ
り
、
こ
の
書
き
分
け
は
か
な
り
徹
底
し
て
い
る
。
違
例
は
三
の
大
字

に
余
を
使
用
し
た
の
が
四
例
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
三
の
大
字
の
用
例
数
に
比
し

て
、
極
め
て
少
数
で
あ
り
、
単
純
な
例
外
と
考
え
ら
れ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、

会
を
余
に
書
く
こ
と
は
極
く
稀
に
あ
つ
て
も
、
参

・
不
参

・
参
向

・
参
上

。
参

来
を
全
で
書
い
た
例
は
、
写
経
所
文
書
で
は
現
時
点
で
未
見
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
三
の
大
字
を
余
で
書
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
取
り
挙
げ
る
。

合
の
例
が
見
え
る

「布
施
申
請
解
案
」
、
参
向

・
不
参
な
ど
の
使
用
頻
度
の

高
い

「請
暇
不
参
解
」
「造
石
山
寺
解
移
牒
符
案
」
や
余

。
合
が
共
起
す
る
文

書
な
ど
を
具
体
的
に
取
り
挙
げ
て
検
討
す
る
。

〈資
料
１
〉
写
後
経
所
解
実

　

（続
（艇
二
八
　
一テ

九
（）
ず
　

天
平
二
〇
年

写
後
経
所
解
　
申
請
布
施
事

合
奉
写
経
津
伯
渫
拾
捌
巻

（中
略
）
題
経
律
井
全
仔
癖
伯
拾
玖
巻

惣
応
給
布
施
布
全
伯
陸
拾
浜
端
弐
丈
玖
尺
騨
寸

（中
略
）

経
師
合
拾
壱
人

（中
略
）

以
前
、
起
天
平
十
八
年
正
月
十
日
、
尽
今
年
五
月
十
九
日
、
奉
写

一
切
経

一
部
既
詑
、
勾
所
残
布
施
物
注
顕
、
所
請
如
前
、
以
解
、

天
平
十
年
六
月
十
三
日
爪
工
家
麻
呂

伊
福
部
男
依

経
師
ら
の
報
酬
で
あ
る
布
施
を
申
請
す
る
文
書
で
は
、
前
半
の
写
経
の
総
計

部
分
を
大
字
で
書
く
こ
と
が
多
い
。
三
の
大
字
は
す
べ
て
合
で
あ
る
。
〈資
料

１
〉
以
外
の
布
施
申
請
解
条
に
お
い
て
も
三
の
大
字
は
す
べ
て
全
で
あ
る
。

写
真
の
確
認
が
で
き
る

「請
暇
不
参
解
」
は
二
三
三
通
あ
る
。
こ
の
う
ち
五



文字の形と語の識別

一
泄
に

「参
箇
日
」
「参

・
不
参

・
参
向

・
不
参
向

・
参
上
」
な
ど
の
例

（別

筆
を
含
む
）
が
あ
る
。
三
の
大
学
に
は
、
〈資
料
１
〉
と
同
じ
く
、
全
を
用
い
て

い
る
が
、
マ
キ
ル
の
参
に
は
余
を
用
い
て
い
る
。
〈資
料
２
〉
に
示
す
。

（資
料
２
〉
請
暇
不
参
解

　

（続
修
二
〇
　
四
ノ
四
三
３
　

天
平
宝
字
四
年

秦
家
主
解
　
申
請
暇
日
事

合

合
箇

日

　

　

　

ュ蜘
峰
）一
日
《

過

一
旦

右
、
以
今
月
十
六
日
夜
、
私
底
物
所
盗
、
為
問
求
請
暇
、
”
注
事
状
、

謹
以
申
、

天
平
宝
四
年
九
月
十
七
日

「判
許
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
生
下
道
福
麻
呂

領
賀
茂
馬
甘
　
上
馬
養
」

〈資
料
２
〉
で
は
、
今
月

一
六
日
に
秦
家
主
の
私
宅
に
泥
棒
が
入
り
、
盗
ま

れ
た
も
の
を
探
索
す
る
た
め
に
、
三
日
間
の
休
暇
を
九
月

一
七
日
に
願
い
出
て

い
る
。
家
主
は
、
二
〇
日
に
出
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は

一
日
遅
れ
の
二

一
日
に
出
仕
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
別
筆
で

「以
十

一
日
余

過

一
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
別
筆
は
、
領
の
賀
茂
馬
甘
か
上
馬
養
が
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
参
箇
日
の
全
と
以
十

一
日
参
の
茶
で
あ

る
。
書
き
手
は
別
人
で
あ
る
が
、
同

一
紙
面
で
、
三
の
大
字
全
と
マ
キ
ル
の
茶

が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
《
と
舎
と
が
共
起
す
る
請

暇
不
参
解
は
、
も
う

一
通
あ
る
。

〈資
料
３
〉
三
国
廣
山
請
恨
解

（続
々
修
三
ノ
四
裏
　
四
ノ
四
八
九
）（天
平
宝（製
）
五
年

三
国
廣
山
解
　
申
請
暇
日
事

合

合

箇

日

　

　

　

　

「
廿
七
日
茶
」

右
、
為
私
買
佃
誤
勘
定
、
請
件
暇
日
如
前
、
具
注
状
申
上
、
以
解
、

五
年
正
月
十
四
日

「判
許
　
主
典
阿
都
宿
祢
　
　
史
生
福
麻
呂
」

〈資
料
２
〉
と
同
様
に
、
書
き
手
は
異
な
る
が
、
三
の
大
字
と
マ
ヰ
ル
と
の

間
で
書
き
分
け
が
見
ら
れ
る
。

請
暇
不
参
解
の
中
に
は
マ
キ
ル
の
意
義
を
有
す
る
参

・
不
参

・
参
向

・
不
参

向

・
参
上
と
い
っ
た
語
が
四
五
（醍
の
文
書
に
見
え
る
が
、
す
べ
て
そ
の
字
形
は

余
で
あ
る
。
三
の
大
字
は
人
通
の
請
暇
不
参
解
に
見
え
る
が
、
字
形
は
す
べ
て

合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
な
ら
ば
同
じ
字
形

「参
」
で
書
き
表
す
、
三
の
大
字
と

マ
キ
ル
系
の
語
と
の
間
に
字
形
の
上
で
書
き
分
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
義
の
相
違
に
基
づ
い
て
異
な
る
字
形
を
用
い
て
い
る
の

だ
か
ら
、
字
形
の
相
違
は
語
の
識
別
に
関
与
す
る
と
解
釈
し
う
る
現
象
だ
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
請
暇
不
参
解
は
、
同

一
人
物
の
書
き
分
け

で
は
な
か
っ
た
。
同

一
人
物
に
よ
る
書
き
分
け
の
例
が
あ
れ
ば
、
右
の
解
釈
が

よ
り
確
か
な
も
の
と
な
ろ
う
。
石
山
寺
造
営
関
係
文
書
の
中
に
そ
れ
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
。



〈資
料
４
〉
造
寺
司
牒

（正
集
五
　
四
ノ
五
一
一五
）
天
平
宝
宇
五
年

（図
１
）

造
寺
司
牒
　
造
近
江
石
山
寺
司

一
長
上
船
木
宿
奈
万
呂
　
木
工
全
人
罐
劃
郡
期
人

文
部
真
犬

仕

丁

各

人

鶴
酪
縮
廟
鯉

私
部
廣
田

醤
壱
斗
　
　
酢
壱
斗
　
　
未
醤
合
半

酢
津
伍
斗
　
蘊
玖
半
　
　
大
笥
弐
拾
合

（中
略
）

木
盤
合
拾
　
長
杯
拾
口

（中
略
）
右
件
雑
物
等
、
依
彼
牒
状
下
充
如
件
、

一
不
余
丹
波
廣
成
事

右
人
、
預
木
工
所
雑
政
、
毎
物
別
当
、
是
以
不
得
令
向
、
乞
察
此
趣
、

可
用
彼
人
、
簡
定
可
請
、
初
附
波
多
稲
持
、
牒
送
如
件
、
以
牒
、

平
宝
宇
五
年
十
二
月
十
三
日
主
典
志
斐
連

「麻
麗
」

判
官
葛
井
連
根
道

造
東
大
寺
司
が
造
石
山
寺
司
に
雑
物
や
人
間
を
充
当
し
た
時
の
送
り
状
で
あ

る
。
最
初
の
項
目
は
充
当
し
た
人
間
や
雑
物
を
書
き
上
げ
て
い
る
が
、
数
量
は

す
べ
て
大
字
で
記
さ
れ
る
。
三
の
大
字
は
、
や
は
り

「合
」
で
あ
る
。
二
番
目

の
項
目
で
は
、
要
求
さ
れ
た
丹
波
廣
成
を
石
山
寺
に
参
向
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
項
目
の
事
書

「不
茶
丹
波
廣
成
事
」
の
マ
ヰ

ル
が
全
で
な
く
茶
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
を
書
い
た
の
は
、
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造
東
大
寺
司
主
典
志
斐
麻
呂
の
下
で
文
書
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
史
生
で
あ
る
。

一
・
二
の
項
目
は
ど
ち
ら
も
こ
の
史
生
が
書
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
同

一

人
物
が
語
の
相
違
に
よ
っ
て
字
形
を
書
き
分
け
て
い
る
事
実
が
確
認
で
き
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
起
例
は
、
〈資
料
４
〉
だ
け
で
は
な
い
。
天
平
勝
宝
年
間
の

食
口
案

。
造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案

・
奉
写

一
切
経
所
移
牒
条
な
ど
に
も
同

一

人
物
に
よ
る
合
と
《
と
の
書
き
分
け
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。
次
に
示
す
。

（資
料
５
〉
食
口
条

（続
々
修
三
人
ノ
四
　
一
一
一生
二
九
九
）

天
平
勝
宝
五
年

写
書
所
解
　
申
二
月
食
口
事

合
単
卑
伯
津
拾
人

書
生
弐
伯
伍
拾
壱
人

（中
略
）

校
生
渫
拾
人

五
人
校
花
厳
経
　
　
一
一人
校
七
部
経

二
人
校
勝
童
経
　
　
汁
人
校
常
疏

十
人
校
本
経
　
　
　
エハ
人
余
内
裏

（中
略
）

舎
人
伍
拾
各
人

十
三
人
茶
内
裏
　
　
十
人
遣
使

（中
略
）

以
前
、
二
月
食
回
、
顕
注
如
前
、天

平
勝
宝
五
年
二
月
十
九
日
呉
原

（資
料
６
〉
造
石
山
寺
所
解
移
牒
符
案

（続
々
修
一
八
上
二
　
一
五
ノ
一
四
九
）

（天
平
宝
字
六
年
）

符
　
庄
領
猪
名
部
牧
虫
等

海
藻
誉
拾
斤
　
滑
海
藻
弐
拾
斤

右
、
山
作
所
充
遣
如
件
、
宜
至
依
員
運
納
下
充
、
故
符
、

主
典
安
都
宿
祢
　
　
　
下
道
主

二
月
三
日

符
　
山
作
所
領
玉
作
子
綿
等
　
充
造
領
道
豊
足

右
、
阿
刀
乙
万
呂
相
替
、
充
遣
如
件
、
宜
承
知
状
、
乙
万
呂
掌
所
雑

物
、
件
豊
足
勘
遷
、
以
今
月
六
日
余
向
寺
家
、

一
歩
板
下
桁
柱
　
又
次
蘇
岐
板
三
百
枚
許
絡
眼
肌
献
令
到
来

右
物
、
所
作
治
、
早
速
進
上
、
不
得
怠
緩
之
、

一
彼
在
木
工
、
令
持
刃
器
、
今
日
不
過
進
上
之
、

主
典
安
都
宿
祢
　
　
下
道
主

二
月
四
日

本資
料
６
〉
は
、
二
つ
の
文
書
に
亘
る
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
下
道
主
が
控

と
し
て
追
い
込
み
で
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
同

一
紙
面
上
の
書

き
分
け
の
例
と
同
類
と
見
て
よ
い
。
次
の

〈資
料
７
〉
も
同
じ
で
あ
る
。

（資
料
７
〉
奉
写

一
切
経
所
解
移
牒
柔

（続
修
一
九
裏
　
一
五
ノ
一影



天
平
宝
字
五
年

井
　
舎
人
等
行
事
事

奉
写

一
切
経
所
解

申
竪
子
召
継
人
等
事

壱
拾
弐
人

合
玖
人

（中
略
）

牒
、
件
人
等
依
奉
写
経
事
、
烈
見
不
得
余
、
初
牒
送
如
前
、
今
以
状

牒
、
々
至
准
状
、
謹
牒
、

天
平
宝
字
五
年
二
月
十
二
日

奉
写

一
切
経
所
解
　
申
所
役
駈
使
事

合
駈
使
弐
拾
捌
人
　
惣
計
単
合
仔
陸
伯
玖
人

（後
略
）

三
の
大
学
合
に
は
、
小
字
三
と
の
間
に
形
態
的
類
似
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

文
脈
の
情
報
な
し
に
、
字
形
だ
け
で
語
の
識
別
が
可
能
に
な
る
。
合
は
三
を
表

す
の
に
は
、
茶
よ
り
も
視
覚
的
効
果
が
高
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
は
な
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
、
「花
」
か

「鼻
」
な
の
か
直
ち

に
は
判
断
で
き
な
い
。
「庭
の
は
な
」
「は
な
が
ム
ズ
ム
ズ
す
る
」
と
い
っ
た
文

脈
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り

「は
な
」
の
意
義
は
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
漢

字
で

「花
」
も
し
く
は

「鼻
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
別
々
の
形
を

与
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
文
脈
な
し
で
意
義
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
数
字

三
の
場
合
に
は
全
と
書
き
、
出
仕
の
意
義
の
場
合
は
茶
と
書
く
と
い
う
の
は
、

こ
れ
に
匹
敵
す
る
書
き
分
け
だ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
表
語
性
を
そ
の
本
質

と
す
る
漢
字
に
と
っ
て
は
、
理
想
的
な
形
と
意
義
と
の
関
係
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
二
つ
あ
る
。

写
経
所
文
書
で
の
書
き
分
け
は
、
写
経
所
と
い
う
限
ら
れ
た
場
で
の
現
象
で

あ
る
。
文
字
を
書
く
人
々
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
限
定
さ
れ
た
場

・
限
定
さ
れ

た
人
々
の
間
だ
け
で
通
用
し
て
い
た
書
き
分
け
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
書
き

分
け
が
、
広
く

一
般
的
な
当
時
の
書
き
分
け
で
あ
つ
た
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
検
討
す
べ
き
第

一
点
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
《
と
各
と
を
当
時

（八
世
紀
を
中
心
と
す
る
古
代
）
の
人
々
が
同

字
の
異
体
関
係
と
認
識
し
て
い
た
の
か
、
最
初
か
ら
別
字
と
認
識
し
て
い
た
の

か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

三
、
北
倉
文
書

。
紙
背
公
文
で
の
書
き
分
け

第

一
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
調
査
資
料
を
広
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（資
料
８
〉
天
平
勝
宝
八
歳
六
月
二

一
日
献
物
帳

（国
家
珍
宝
帳
）
（図
２
ａ
）

（前
略
）

別
色
御
弓
合
張

蘇

芳

御

弓

一
張

姫
難
級
紅
封
五
分

　

腹
小
白

　

紫
皮
纏
弓
把

（後
略
）



〈資
料
９
〉
天
平
勝
宝
八
歳
六
月
二

一
日
献
物
帳

（種
々
薬
帳
）

（前
略
）

人
奈
五
百
汁
四
斤
七
両
井
袋

右
納
第
九
第
十
第
十

一
櫃

（後
略
）

〈資
料
１０
〉
天
平
宝
字
二
年

一
〇
月

一
日
献
物
帳

（藤
原
公
真
跡
屏
風
帳
）

（前
略
）

奈
議
従
三
位
行
武
部
卿
兼
坤
宮
大
弼
侍
従
下
総
守
巨
瀬
朝
臣
開
麻
呂

〈資
料
「
〉
雑
物
出
入
継
文

（図
２
ｂ
）

造
東
大
寺
司

合
請
薬
渫
種

桂
心
壱
拾
斤
小
　
人
《
壱
拾
斤
小

亡
消
合
斤
小
　
　
呵
梨
勒
全
栢
枚

権
榔
子
伍
拾
枚
　
畢
撥
根
壱
拾
両
小

紫
雪
壱
拾
両
小

天
応
元
年
人
月
十
六
日

左
大
臣
宣

余
議
藤
原
朝
臣
家
依

〈資
料
８
〉
―

〈資
料
１１
〉
は
、
正
倉
院
の
北
倉
文
書
で
あ
る
。
写
経
所
文

書
と
は
質
を
異
に
す
る
。
特
に
献
物
帳
は
、
全
面
に

「天
皇
御
璽
」
の
印
が
捺

さ
れ
て
お
り
、
公
式
か
つ
正
式
な

「晴
」
の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
献
物
帳
に
お

文字の形と語の識別

図 2 a国 家珍宝帳 (北倉158)第10紙 より (右)と b維物出入継文 (北倉167)第 6紙 (左 )
(正倉院宝物)
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い
て
も
三
の
大
字
ほ
合
で
あ
る
。
数
字
以
外
で
は
、
人
参

・
参
議
に
余
が
用
い

ら
れ
る
。
三
の
大
学
以
外
は
、
マ
ヰ
ル
系
の
《
を
用
い
て
い
る
と
い
う
事
で
あ

Ｚ
や
。

（資
料
Ｈ
〉
は
天
応
元
年
の

「雑
物
出
入
継
文
」
で
、
写
経
所
文
書
や
献
物

帳
よ
り
時
代
は
降
る
が
、
三
の
大
字
合
と
人
参

。
参
議
の
茶
が
共
起
し
て
い
る

例
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
や
は
り
三
の
大
字
と
そ
れ
以
外
の
語
と
の
間
で
書
き

分
け
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
の
北
倉
文
書
も
同
様
で
あ
る
。

次
に
紙
背
公
文
に
目
を
転
ず
る
。
紙
背
公
文
の
中
身
は
正
税
帳

・
戸
籍

・
計

帳
な
ど
の
公
文
で
あ
る
。
公
式
令
の
文
字
の
書
様
の
規
定
を
守
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
三
の
大
字
の
形
を
調
査
す
る
に
は
、
恰
好
の
資
料
群
で
あ
る
。
年
代
的

に
は
、
写
経
所
文
書
よ
り
古
い
大
宝
年
間
か
ら
天
平

一
二
年
頃
ま
で
の
実
態
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
マ
キ
ル
系
の
語

。
人
参

・
参
議
な
ど
の
語
は
殆

ど
見

い
だ
せ
な
い
。
唯

一

「出
雲
国
計
会
帳

（天
平
五
年
こ

に

「参

（茶
）

向
」
が

一
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
公
文
類
で
の
三
の
大
字
の

実
態
を
表

一
―
三
に
示
す
。

表

一
―
三
の
全
体
を
通
観
し
て
先
ず
気
付
く
こ
と
は
、
合
だ
け
が
三
の
大
字

に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
天
平
二
年

。
四
年
の
各

国
の
正
税
帳
及
び
大
宝
二
年
の
戸
籍
で
は
、
三
の
大
字
に
、
全

・
奈
の
両
形
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
越
前
国
の
正
税
帳
に
注
目
し
て
み
る
と
、
天
平

二
年
に
は
、
余
を
用
い
て
い
る
が
、
天
平
四
年
の
郡
稲
帳
で
は

「合
」
を
用
い

て
い
る
。
ま
た
、
「死
馬
皮
舎
張
直
稲
奈
拾
東
張
別
一十
束
」
（正
集
二
八
、
一
ノ
四

図3 天平 2年越前日正税帳 (正倉院文書正集27、 第 9紙)(右)と
天平 4年越前国郡稲帳 (正倉院文書正集28、 第10紙)(左)(正倉院宝物)



文字の形と語の識別

六
八
）
の
よ
う
に
、
書
と
茶
が
共
起
し
て
い
る
所
も
天
平
四
年
の
郡
稲
帳
に
は

あ
る

（以
上
、
図
３
）。
計
帳
に
つ
い
て
は
、
同
じ
年
に
両
形
を
用
い
た
も
の
は

な
い
が
、
全
体
を
見
れ
ば
、
合
も
茶
も
三
の
大
学
に
使
用
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
三
の
大
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
形
は
全
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
奈
も
ま
た
三
の
大
字
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

天
平
六
年
頃
迄
は
、
各
と
余
は
、
同
語
を
示
す
二
つ
の
形
、
す
な
わ
ち
、
同
字

の
異
体
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

次
に
、
表

一
を
見
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
天
平
六
年
以
降
は
三
の
大
字
が
舎

だ
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戸
籍

・
計
帳
は
資
料
が
少
な
く
、
年
代
的

偏
り
が
あ
る
の
で
、
正
税
帳
に
見
え
る
現
象
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「天
平
六
年
以
降
に
は
、
三
の
大
字
に
合
だ
け
を
使
用
す
る
」
と
い
う
現
象
に

抵
触
す
る
例
は
な
い
。

結
局
、
写
経
所
文
書
や
北
倉
文
書
で
の
合

・
《
の
使
い
分
け
は
、
資
料
の
大

部
分
が
天
平
六
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
年
代
に
規
制
さ
れ
る
現
象
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
全

・
余
の
語
に
対
応
す
る
使
い
分
け
は

天
平
六
年
以
降
で
、
そ
れ
以
前
は
、
使
い
分
け
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
木
簡
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る

（後
述
）。

で
は
、
何
故
、
天
平
六
年
を
境
に
三
の
大
字
が
合
に
統

一
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
の
に
参
考
と
な
る
の
が
、
「参
河
国
」
の
表

記
で
あ
る
。

写
経
所
文
書
で
の
参
河
国
の
表
記
は
殆
ど

「舎
河
即
」
で
あ
る
。
平
城
宮
木

簡

・
平
城
京
木
簡
で
の
表
記
も

「全
河
国
」
で
あ
る
。
胡

っ
て
、
七
世
紀
の
木

簡
で
は
す
べ
て

「三
川
国
」
で
あ
る
。
七
世
紀
の
木
簡
の
表
記

「三
川
国
」
が

（・８
）

い
つ

「参
河
国
」
に
変
更
さ
れ
た
の
か
。
鎌
田
元

一
氏
に
よ
る
と
、
大
宝
四
年

四
月
、
国
印
を
諸
国
に

一
斉
に
頒
下
す
る
た
め
に
、
中
央
で
国
印
が
鋳
造
さ
れ
、

そ
の
時
、
国
名
表
記
の
公
定

・
統

一
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
三

川
国
か
ら
参
河
国
へ
表
記
が
変
化
し
た
原
因
も
大
宝
四
年
の
鋳
造
国
印
の
頒
下

で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
大
宝
四
年
鋳
造
の
参
河
国
の
印
影
は
現
資
料
中
に

完
存
し
な
い
。
正
倉
院
文
書
続
々
修
四
七
の
断
片
に
、
わ
ず
か
に
そ
れ
と
判
断

で
き
る
印
影
が
あ
る
。
確
認
で
き
る
の
は
、
三
で
は
な
く
参
で
あ
る
こ
と
程
度

で
あ
る
。
余
か
合
か
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
、
木
簡
の
例
か
ら
判
断
す
る

と
、
大
宝
四
年
以
前
の
木
簡
は

「三
川
国
」
し
か
見
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

四
年
以
降
は

「参
河
国
」
が
圧
倒
的
な
の
で
、
大
宝
四
年
の
国
印
鋳
造
を
境
に

表
記
が
変
わ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
、
採
用
さ
れ
た
字

形
が
、
茶
で
な
く
舎
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
会
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
中

国
で
の
大
字
使
用
の
影
響
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
点

（大
宝

四
年
）
で
規
定
さ
れ
た
の
は
、
「参
河
国
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
三
の
大
字
に
つ

い
て
は
、
明
確
に
字
形
ま
で
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
表

一
十
三

の
実
態
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
参
河
国
の
字
形
の
規
定

に
よ
っ
て
、
三
＝
全
の
認
識
が

一
般
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天
平

六
年
頃
、
何
ら
か
の
理
由
で
三
の
大
字
を
統

一
す
る
時
に
、
合
を
選
択
す
る
要

因
の
一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
視
覚
的
に
三
を
喚
起
す
る
字
形
は
、
余



天
平
二
年

天
平
四
年

天
平
六
年

天
平
七
年

（以
降
）

天
平
八
年

天
平
九
年

天
平

一
〇
年

天
平

一
一
年

約

／

煽

越伊
前賀
国国

正
集

一
五

（
一
ノ
四
二
七
―
四
二
人
）

正
集
二
七
、
続
々
一
九
ノ
八
裏
、
続
々
三
五
ノ
六
裏

ノ
四
二
人
―
四
三
九
）

播
磨
国

佐
渡
国

正 正
集 集

八 五

（ニ
ノ
一
五
〇
―

一
五

一

（
ニ
ノ
二
三
―
二
四
）

奈

伊
豆
国

左
京
職

駿
河
国

周
防
国

淡
路
国

筑
後
国

和
泉
監

駿
河
国

但
馬
回

長
門
国

豊
後
国

摂
津
国

薩
麻
国

佐
渡
国

尾
張
国

周
防
国

越
前
国

（郡
稲
帳
）

隠
伎
国

大
和
国

紀
伊
国

隠
伎
国

（郡
稲
帳
）

尾
張
国

盗

正
集

一
九

（ニ
ノ

一
九
二
―
二
〇
〇
）

正
集
九

（
ニ
ノ

一
〇
六
）

正
集

一
七

・
一
八

（ニ
ノ

一
〇
七
―

一
三
〇
）

正
集
三
五

・
三
六

（
ニ
ノ
一
三
〇
ｔ

一
四
六
）

正
集
三
七

（ニ
ノ

一
〇
二
―

一
〇
五
）

正
集
四
三

（
ニ
ノ
一
四
六
―

一
四
九
）

正
集

一
三

・
一
四

（
ニ
ノ
七
五
―
九
七
）

正
集

一
七

（ニ
ノ
六
七
―
七
四
）

正
集
二
九

（
ニ
ノ
五
五
―
六
六
）

正
集
三
六

（ニ
ノ
三
二
―
四
〇
）

工
集
四
二

（
三
ノ
四
〇
―
五
五
）

正
集

一
四

（ニ
ノ
九
ｔ

一
一
）

正
集
四
三

・
続
々
三
五
ノ
六
裏

（
ニ
ノ

一
二
―
二

こ 正
集
二
人

（ニ
ノ
二

一
―
二
三
）

正
集

一
五

（
一
ノ
六
〇
七
―
六
二
〇
）

正
集
三
五

（
一
ノ
六
二
三
ｔ
六
二
八
）

正
集
二
八

（
一
ノ
四
六

一
―
四
七
三
）

正
集
三
四

（
一
ノ
四
五

一
―
四
六
〇
）

正
集

一
〇

（
一
ノ
三
九
六
―
四
一
三
）

正
集
三
七

（
一
ノ
四
一
人
―
四
二
三
）

正
集
三
四

（
一
ノ
三
人
九
―
三
九
〇
）

正
集

一
五
・
塵
芥
七

（
一
ノ
四
一
三
―
四
一
七
）

表

一　
正
税
帳
な
ど
に
み
え
る
参
の
字
形

天
平
二
年
安
房
国
義
倉
帳
で
は
、

天
平
二
年
越
前
国
義
倉
帳
に
は
、

天
平
五
年
出
雲
国
計
会
帳
で
は
、
三
に

「茶
」
を
使
用
。

参
が
み
え
る
が
、
文
字
の
右
側
が
欠
損
し
て
い
て
不
明
。

三
に

「茶
」
と

「会
こ

の
両
形
を
使
用
。
参
向
に
は

「余
」
を
使
用
。

※
一
ノ
三
九
六
は
、
「大
日
本
古
文
書
』
巻

一
の
三
九
六
頁
を
示
す



大
宝
二
年

養
老
五
年

天
平
宝
字
元
年
以
降

延
暦
四
年
以
降

字

形

年

代

豊  豊  筑
後  前  前
国  国  国

茶

正
集
三
人

・
三
九
、
続
修
六
、
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵

（
一
ノ
九
七
―

一
四
一
）

工
集
四
〇
・
四
一
、
続
修
七

・
八
、
続
々
二
人
ノ
九
裏

。
三
五
ノ
六
裏
、

村
口
伸

一
氏
所
蔵

（
一
ノ
一
四
二
―
二
一
四
）

正
集
四
三
、
続
々
三
五
ノ
六
裏

（
一
ノ
二
一
四
―
二
一
八
）

常
陸
国

讃
岐
国

下
総
国

御
野
国

基
ニ

塵
芥
三
二

（
一
ノ
三
〇
八
―
三

一
七
）

続
後
二

（
一
生

二
一
七
１
三

一
八
）

正
集
二
〇

。
二

一
、
続
修
二
、
続
々
一
九
ノ
八
裏

五
ノ
五
裏
、
塵
芥
一
一六

（
一
ノ
二

一
九
―
〇
三
）

正
集
三
二

・
二
三

。
三
四

・
二
五

。
三
六
、
続
修
二

・

三

・
四

・
五

・
続
々
三
二
ノ
五
裏
、
坂
口
茂
氏
所
蔵

（
一
ノ

一
―
九
六
）

文字の形と語の識別

表
二
　
一戸
籍
に
み
え
る
参
の
字
形

表
三
　
計
帳
に
み
え
る
参
の
字
形

天
平
七
年

天
平

一
二
年

天
平
四
年

天
平
五
年

神
亀
三
年

霊
亀
元
年
以
降

天
平

一
一
年
以
前

紳
７

た

煽

阿
波
国

桑

正
集
三
七

（
一
ノ
五
四
九
―
五
五
〇
）

越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷

山
背
国
綴
喜
郡
大
住
郷

右
京
三
条
三
坊

右
京
八
条

一
坊

山
背
国
愛
宕
郡

山山
背背
国国
愛愛
宕宕
郡郡
雲雲
下上
里里

会

続
々
四
四
ノ
四
裏

（ニ
ノ
二
七
三
―
二
人
○
）

続
修

一
三

（
一
ノ
六
四

一
―
六
五

一
）

正
集
九

（
一
ノ
四
八

一
―
四
九
四
）

正
集
九

（
一
ノ
四
九
四
―
五
〇

一
）

続
修

一
〇
―

一
二
、
続
々
二
人
ノ
八
裏
、
静
岡
県
立
美
術

館
所
蔵

（
一
ノ
五
〇
五
―
五
四
九
）

正
集

一
一
・
〓

一
（
一
ノ
三
一≡
一一―
三
五
二
、
三
人
○
）

正
集

一
二

（
一
ノ
三
五
三
―
三
人
○
）



よ
り
も
全
の
方
が
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
、
中
国
で
三
の
大
字
に
合
が
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

天
平
六
年
に
何
ら
か
の
理
由
で
三
の
大
字
を
合
に
統

一
し
た
と
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
、
人
為
的
に
公
的
な
力
に
よ
つ
て
統

一
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『続
日
本
紀
』
の
天
平
六
年
前
後
に
文

字
の
規
定
を
記
し
た
記
事
は
見
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
公
文
の
数
字
の
書
き
方

に
関
わ
る
規
定
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、

表

一
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
正
税
帳
で
は
天
平
六
年
を
境
に
全
し
か
表
記
さ
れ

な
い
こ
と
、
そ
の
変
化
の
有
様
が
非
常
に
ク
リ
ア
ー
な
こ
と
で
あ
る
。

正
税
帳
は
、
公
式
令
の
文
字
の
書
様
の
規
定
を
う
け
る
公
文
で
あ
る
。
ま
た
、

諸
国
か
ら
京
進
さ
れ
る
公
文
で
あ
る
か
ら
、
書
か
れ
る
場
は
都
に
限
定
さ
れ
な

い
。
そ
う
い
つ
た
文
書
に
お
い
て
、
天
平
四
年
ま
で
は
両
形
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
六
年
以
降
は
舎
で
し
か
表
記
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
自
然
な
表
記

の
変
化
と
は
解
釈
し
が
た
い
。
自
然
な
変
化
で
あ
れ
ば
、
も

つ
と
表
記
に

「
ゆ

れ
」
が
あ
つ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
、
人
為
的
な
指
示
が
あ
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
三
の
大
字
に
は
合
を
用
い
る
べ
し
、
と
い
つ

た
人
為
的
な
操
作
の
結
果
、
合
は
参
河
国
と
三
の
大
字
専
用
、
余
は
そ
れ
以
外

の
語
に
使
用
す
る
と
い
う
、
字
形
の
違
い
が
語
義
に
対
応
す
る
状
況
が
生
じ
た

と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
先
ず
、
全
と
奈
と
の
書
き
分
け
は
人
世
紀

（天
平
六
年

以
降
）
の
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、
全
と
余
は
、

は
じ
め
は
同
字
の
異
体
関
係
で
あ
っ
た
が
、
人
為
的
な
操
作
に
よ
つ
て
全
と
余

と
の
間
に
語
に
対
応
す
る
書
き
分
け
が
生
じ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
こ
ま
で
は
、
正
倉
院
文
書
を
資
料
と
し
て
検
討
し
て
き
た
が
、
呆
た
し
て

同
様
の
結
果
が
同
時
代
資
料
に
お
い
て
も
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、

正
倉
院
文
書
よ
り
広
く
年
代
を
カ
バ
ー
で
き
る
木
簡
を
資
料
と
し
て
、
書
と
余

と
の
書
き
分
け
の
実
態
を
調
査
す
る
。

四
、
木
簡

に
よ
る
確
認

奈
良
文
化
財
研
究
所
木
簡
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
の

「参
」
の
ヒ
ッ
ト
数
は
三
〇

六
点
で
あ
る

（二
〇
〇
四
年
二
月
二
四
日
現
在
）。
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る

ａ

藤
原
宮

・
藤
原
京

・
飛
鳥
京
木
簡

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・

一
一
点

平
城
京
木
街

平
城
宮
木
簡

宮
町
木
簡

長
岡
京
本
簡

ｆ

そ
の
他
の
古
代
遺
跡
の
木
簡

ｇ

古
代
以
外
の
木
簡

本
稿
で
調
査
対
象
と
な
る
の
は
、
ｇ
を
除
く
二
九
三
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

写
真
に
よ
る
文
字
の
確
認
が
可
能
な
も
の
は
二
七
七
点
で
あ
っ
た
。
ａ
か
ら
ｆ

e d c b

一
二
九
点

一　
一
二
占
【

人
点

一
〇
占
【

二
三
点

一
三
点



飛
鳥

・
藤
原

宮
木
簡

長
屋
王
家
木

簡二
条
大
路
木

簡平
城
京
木
簡

そ
の
他

平
城
宮
木
簡

宮
町
木
簡

長
岡
京
木
簡

そ
の
他

文
脈

木
簡
群

全
河
国

奎
河
国

全
河
国

（図
４
ｎ
）

全
河
回

全
河
国

全
河
国

全
河
国
①

盆
例
の
み
）

三
の
大
字
　
一
マ
嚇
柳
惨
効
入． 語
　
　
一 そ
効
脚
な。
第
参

・

参
河
国

会
二
込 《

一
（図
４
ｎ
）

奈
⑦
Ｏ
一例
の
み
）

―_ 余全
⑤

寒
ニ
茶
④
（図
４
ｄ
ｉ
ｊ
）

（
２．
）

会
二

向茶茶余
余上向出

黍 茶
向

（図
４
１
）

茶
中
向
奈
茶
入
茶 茶奈茶

入 向
茶
向
茶
出
持
茶
（図
４
ａ
）

持
奈
出

全 奈
出 出
② ②
BA
図 図
4 4
Cb

会
一　
習
書
③

（図
じ

有
全
郷
⑥

（図
４
ｋ
）

人
奈
久
奈
《
原
忌
寸
人
足
③

文字の形と語の識別

表
四
　
木
簡
に
お
け
る
茶
と
全
の
用
例

※
正
報
告
の
釈
文
で

〔参
力
〕
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
全
と
《
の
区
別
が
写
真
で
判
断
で
き

る
場
合
に
は
各
の
用
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

の
木
簡
で
ど
の
よ
う
な
例
が
あ
る
の
か
字
形
の
違
い
も
合
わ
せ
て
示
す
。

検
討
す
べ
き
こ
と
は
次
の
三
項
目
で
あ
る
。

Ｉ
　
天
平
六
年
以
降
の
木
簡
で
は
、
三
の
大
字

・
参
河
国
に
全
が
使
用
さ
れ
、

マ
ヰ
ル

・
マ
ジ
ル
の
義
の
参
向

。
参
上

。
参
議
な
ど
に
余
が
使
用
さ
れ
て
い

る
か
。

Ⅱ
　
天
平
六
年
以
前
の
木
簡
で
は
、
三
の
大
字
に
合

・
余
の
両
形
が
使
用
さ
れ

て
い
る
か
。

Ⅲ
　

「合
河
国
」
の
表
記
は
、
大
宝
四
年
以
降
で
あ
る
か
。

表
四
の
中
で
検
討
す
べ
き
例
は
①
ｌ
③
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
例
は
、
先
に

示
し
た
正
倉
院
文
書
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
と
同
様
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。

①
　
△
二河
国
波
豆
郡
矢
田
里
白
髪
ア
小
□
□
　
　
　
　
　
　
ｏ毬
桑
五
十
三
↓

こ
の
木
簡
の
行
政
区
画
の
表
記
は
国
郡
里
で
あ
る
。
コ
オ
リ
に

「郡
」
を
充

て
る
の
は
大
宝
令
施
行
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は

「評
」
で
あ
る
。
従

っ
て
、

こ
の
本
簡
は
大
宝
四
年
の
国
印
鋳
造
以
降
の
可
能
性
が
高
い
。
必
ず
し
も
項
目

Ⅲ
の
違
例
と
は
な
ら
な
い
。

②
Ａ
　
□
急
々
回
茶
出
醸
　
　
　
　
　
　
　
ｏ‘
（犀
原
宮
木
芭

一―
≡

）
曾
４
じ

②
Ｂ
・□
□
六
取
物
者
酷
欧々
〔
又
力
〕

。
□

□

全

出

　

十

四

日

急

　

　

　

　

　

ｏ
留

（
尿

原
宮
本
速

一
―
四
薯

ヌ

図
４
３

②
Ａ
②
Ｂ
は
、
同

一
語
を
両
形
を
用
い
て
表
記
し
て
い
る
。
合

・
余
の
書
き

分
け
が
定
着
す
る
天
平
六
年
以
降
で
あ
れ
ば
、
②
Ｂ
の
木
簡
は
違
例
と
な
る
が
、

②
Ａ
②
Ｂ
と
も
に
七
世
紀
末
か
ら
人
世
紀
極
初
頭
の
遺
構
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
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ｅ

馳

一
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饉
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麟
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錢
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ｄ
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平
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文字の形と語の識別

『東大寺防災』1796

l
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に
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出土木簡概報』
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図4 木簡に見える茶と全



書
き
分
け
が
定
着
す
る
以
前
な
の
で
、
両
形
が
あ
つ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
茶
と
合
が
別
字
で
は
な
く
、
同
字
の
異
体
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

③

・　

茶

原

忌

寸

人

足

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｏ
愕

察

良
県
教
育
委
員
会

雇

原
巨

）

「
ミ
ハ
ラ
」
と
訓
む
人
名
で
あ
ろ
う
。
七
世
紀
末
か
ら
入
世
紀
極
初
頭
の
藤

原
宮
期
の
遺
構
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
天
平
年
間
で
あ
れ
ば
、
数
字
三
と
意
義

の
通
ず
る

「サ
ン
。
み
」
は
、
全
の
形
で
あ
る
こ
と
が
正
倉
院
文
書
の
実
態
か

ら
は
類
推
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
全
の
形
を
と
ら
な
い
。
出
土
遺
構
の

年
代
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
大
宝
四
年
以
前
の
実
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
参
河
国

。
三
の
大
字
に
合
を
使
用
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
る
以
前
の
状

態
で
あ
る
。
②
Ａ
②
Ｂ
と
同
じ
く
、
各
と
余
と
が
同
字
の
異
体
関
係
で
あ
っ
た

こ
と
の
間
接
的
証
拠
と
な
ろ
う
。

平
城
京
木
簡
は
、
長
屋
王
家
木
簡

・
二
条
大
路
木
簡

。
そ
の
他
の
木
簡
と
三

分
割
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
特
に
長
屋
王
家
木
簡
と
称
さ
れ
る
木
簡
の
出
土
遺

構
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
は
、
和
銅
三
年
か
ら
霊
亀
三
年
の
短
期
間
の
木
簡
が

一
括
し

て
廃
棄
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
大
宝
四
年
と
天
平
六
年
に
ち

ょ
う
ど
挟
ま
れ
た
時
期
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
の
字
形
に
よ
る

書
き
分
け
の
実
態
が
注
目
さ
れ
る
。

二
条
大
路
木
簡
は
、
長
屋
王
死
後
の
時
期
の
も
の
が
中
心
と
な
る
。
遺
構
は
、

Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇

・
五
三
〇
〇

・
五
三

一
〇
で
あ
る
。
三
の
大
字
は
Ｓ
Ｄ
五

一
〇

〇

・
五
三
〇
〇
に
見
え
る
。
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
の
木
簡
に
は
、
神
亀
二
年
か
ら
天

平

一
一
年
の
年
紀
が
見
え
る
が
、
天
平
七

。
八
年
の
木
簡
が
多
く
あ
る
。
Ｓ
Ｄ

五
三
〇
〇
は
天
平
七

。
八
年
の
本
簡
を
中
心
と
す
る
遺
構
で
あ
る
。
こ
の
時
期

も
本
稿
で
問
題
と
す
る
天
平
六
年
の
直
後
で
あ
り
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。

そ
の
他
の
木
簡
は
、
和
銅
年
間
か
ら
天
平
年
間
に
亘
る
長
い
時
期
の
も
の
で

あ
る
。
平
城
宮
木
簡
と
も
時
期
は
重
な
る
。

①
余
の
例
九
点
を
あ
げ
る
。

団酌騨腺研仇斌酔際剛酪購捌夕　　　　　　　ｏＥ翁ΞＴ七↓

上
日
茶
伯
余
拾
渫

〔伯
渫
と

上
日
《
□
□

上
日
《
□

〔日
余
伯
こ

□
□
□
津
拾

〔伯
力
〕

茶
□
日
茶
伯
津

日
余
伯
津

奈
伯
拾
余

合
の
例
四
点
を
あ
げ
る
。

〔胡
麻
と

□
□
合
斗
合
升

Я進
力
〕

・
□
□
日
――
□

。□
□斜
人閉
軒
解
評
醒
ヵ〕

上
日
全
陸
拾
捌

ｏ
ｏ
Ｐ　
ｑ
平
城
京
木
簡
』
二
十
二
七
〇
三
×
図
４
，
）

ｏ
置

金
平
城
京
木
簡
」
一
一十
二
七
〇
四
）

（図
４
ｄ
）

ｏ
置

含
平
城
京
木
簡
』
二
十
二
七
〇
六
）

（図
４
ｅ
）

ｏ
Φ
中
ｑ
平
城
京
木
簡
」
二
十
二
七

一
六
）

ｏ
悽

金
平
城
京
木
簡
』
二
十
二
七

一
人
）

（図
４
Ｆ
）

ｏ
留

含
平
城
京
本
簡
』
二
十
二
七

一
九
）

（図
４
ｇ
）

ｏ
】

３
平
城
京
本
簡
』
一
一十
二
七
二
〇
）

（図
４
ｈ
）

３

只
含
平
城
京
木
簡
」
二
十
二
七
二

一
）

（図
４
ｉ
）

ｏ
留

（城
二
七
十
三

三
上
）

儲

ド
合
平
城
京
木
簡
』

一
十
三
二
一
ラ

ｏ
置

（城
二
人
十

一
七
下
）



文字の形と語の識別

□

給
〔酢

肥

内

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｏ
置

我

・
一人
生

函
３

三
の
大
字
を
記
し
た
木
簡
は

一
三
点
で
あ
る
。
出
土
遺
構
は
す
べ
て
和
銅
三

年
か
ら
霊
亀
三
年
の
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
で
あ
る
。
余
が
九
点
、
合
が
四
点
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
九
点
が
上
日
木
簡
で
あ
る
が
、
茶
が
入
点
、
合
が

一
点
で
あ
る
。
天

平
六
年
に
三
の
大
字
が
合
に
規
定
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
に
従

っ
て
考
え
る
と
、

こ
の
時
期
の
三
の
大
学
に
両
形
が
見
え
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
但
し
、

マ
キ
ル
系
の
語
に
は
、
奈
し
か
用
い
ら
れ
な
い

（表
４
参
昭
Ｃ
。
正
倉
院
文
書
で

の
マ
キ
ル
系
の
語
の
実
態
と
同
じ
で
あ
る
。

⑤
の
二
条
大
路
木
簡
で
は
、
三
の
大
字
を
記
す
木
簡
は

一
七
点
で
あ
る
。　
一

四
点
は
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
、
三
点
は
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
出
土
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
五

一
〇

〇
か
ら
は
神
亀
元
年
か
ら
天
平

一
一
年
の
本
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
三
の
大
字

に
つ
い
て
は
両
形
が
予
想
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
は
天
平
七

・
八
年
の
木
簡

が
中
心
の
遺
構
で
あ
る
か
ら
、
三
の
大
字
は
合
が
予
想
さ
れ
る
。
果
た
し
て
、

一
七
点
の
実
際
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

両
形
が
予
想
さ
れ
る
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
で
は
、
茶
が
九
点
、
全
が
五
点
で
あ
る
。

予
想
通
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
年
紀
の
明
ら
か
な
荷
札
木
簡
が
三
点
あ
る
。

・
常
陸
国
久
慈
郡
賠
飽
大
贄
余
斤

。
「天
平
四
年
十
月
十
六
日
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ駕
翁
≡
Ｔ
≡
一も

。
し
甦
《
云
０
士
τ
穎
諄
黙
静
人
月
廿
二
日

・
鎖
鎖
鎖
鎖
鎖
鎖
鎖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ駕
褒
三

十
二

↓

□
□
国
□
□
郡
□
□
郷
中
男
作
物

海
藻
合
斤
籠
重
十
両

天
平
十

一
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ８
姦
≧
Ｔ
一一一五
じ

天
平
六
年
以
降
の
人

。
一
一
年
の
荷
札
に
は
、
合
が
用
い
ら
れ
、
六
年
以
前

の
も
の
に
茶
が
記
さ
れ
て
い
る
。
天
平
六
年
頃
に
三
の
大
学
に
人
為
的
な
規
定

が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
解
釈
に
は
反
し
な
い
。

Ｓ
Ｄ
五
三
Ｏ
Ｏ
に
は
三
点
の
木
簡
に
三
の
大
字
が
あ
る
。
す
べ
て
、
合
で
あ

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
予
想
通
り
で
あ
る
。

・
鮭
津
枚
　
肺
壱
籠
　
賠
壱
笛
　
右
各
種

・
所
給
正
六
位
上
行
家
令
動
十
二
等
椋
橋
部
造
「伊
藝
美
」
ｏＥ
姦
一一四
上
令
）

鞠

瞭

諜

力
鞣

将
訟

介

三

日
　

　

　

　

　

　

　

ｏ
長

埜

甲

一
一千

）

□

□

津

□

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｏ
望

最

一一一〇
十

三

じ

天
平
七

・
八
年
を
中
心
と
す
る
木
簡
に
お
い
て
、
三
の
大
字
が
す
べ
て
合
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
先
の
解
釈
を
補
強
し
う
る
実
態
で
あ
る
。

長
屋
王
家
木
簡

・
二
条
大
路
木
簡
以
外
の
そ
の
他
の
木
簡
に
は
、
一一百
〔に
三

の
大
字
が
見
え
る
。
す
べ
て
合
で
あ
る
。

・
坤
宮
官
縫
殿
出
米
合
キ
　
右
薪
買

・
遣
如
件
　
五
月
十
八
日
舎
人
池
後
小
東
大
　
　
　
　
　
　
　
ｏＥ
褒
牛
七
）

・
合
鞄
若
千
束

絨
赫
鮒
家

成
実
若
穂
小
夜由が
健
ぴ

Ｈ
拾
口型
引
鞄
鞄
鞄
見

鞄
抱
　
　
　
成
選
成

養

・
外
従
七
位
下
成
牛
養
巻
「国
□
」
□
□
□

養
　
養
　
　
ｏｓ
ａ
吾
Ｔ
一人
も



東
十
四
日
不
　
十
□
□
舎
束
　
十
日
□
□

ｏ
曽

（城
三
四
十
二
七
下
）

一
点
は

「坤
宮
官
…
…
」
と
あ
り
、
天
平
宝
字
二
年
の
官
号
改
正
後
の
木
簡

で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
木
簡
に
合
と
あ
る
の
は
、
正
倉
院
文
書
と
同
様
の

あ
り
方
で
あ
る
。
残
り
二
点
は
、
年
代
は
特
定
で
な
い
が
、
天
平
年
間
の
も
の

な
ら
全
で
問
題
は
な
い
。
問
題
と
す
べ
き
は
次
の
地
名
表
記
で
あ
る
。

③

・
伊
豆
国
田
方
郡
有
合
郷
桜
田
里
〔酢
酌
配

・　
　
単
賓
学
生

ハ
一年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

Ｒ

城
二
三
十

一
九
上
×
図

４
ｋ
）

「有
参
郷
」
は
、
『和
名
類
衆
抄
』
に
よ
る
と
、
伊
豆
国
田
方
郡
有
雑
郷

（高
山
寺
本
）
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ウ
サ
」
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
。
サ
に
全
を

充
て
た
こ
と
に
な
る
。
合
の
漠
字
音
を
用
い
た
表
記
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
以
外

に
ウ
サ
郷
の
例
が
な
い
の
で
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
大
宝
四
年
の
国
名
公

定

（三
川
国
↓
参
河
国
）
や
和
銅
六
年
の
郡
郷
名
好
字
表
記
の
規
定
を
受
け
て

各
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
背
景
に
は
、
三
＝
合
＝
み
Ｈ
サ

（
ン
）
の

関
係
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
の
木
簡
は
養
老
六
年
の
も
の
で
あ

る
が
、
地
名
で
あ
る
た
め
、
天
平
六
年
の
三
の
大
字
の
規
定
以
前
に
、
舎
河
国

の
字
形
の
影
響
を
う
け
て
早
く

（養
老
六
年
）
か
ら
合
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

平
城
宮
木
簡
で
問
題
と
な
る
の
は
、
三
の
大
字
を
余
で
書
い
た
⑦
で
あ
る
。

②

・
長
絶
壱
籠
納
黍
拾
漆
條
�
条一承
貼
吠
寸

・
　

　

　

天

平

十

七

年

九

月

　

　

　

　

　

　

　

ｏ
曽

（
〒

城
宮
木
産

一
―
四
査

）

と
も
に
天
平
六
年
以
降
に
書
か
れ
た
木
簡
で
あ
る
か
ら
、
三
の
大
学
に
は
合

が
用
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
余
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る

の
か
。
例
外
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
天
平
六
年
以
前
は
、
三
に
合
も
《
も
使
用

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
三
に
対
し
て
舎
が
公
的
に
規
定
さ
れ
て
も
、
表
現
の
場

や
表
現
者
の
意
識
に
よ
つ
て
は
、
例
外
的
に
規
定
以
外
の
字
形
が
現
れ
て
も
不

思
議
は
な
い
。
押
印
さ
れ
る
よ
う
な
公
文
や
勘
校
を
う
け
る
公
文
類
で
あ
れ
ば
、

規
定
は
厳
密
に
遵
守
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
表
現
の
場
で
は
規
定
以
外
の
字

形
が
現
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
正
倉
院
文
書
に
お
い
て
も
、
全
体
か
ら
す

れ
ば
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
、
天
平
六
年
以
降
の
資
料
に
三
の
大
学
に
余
が
用

い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。

但
し
、
正
倉
院
文
書

・
平
城
京
木
簡

。
平
城
宮
木
簡
に
お
い
て
マ
キ
ル
系
の

語
に
対
し
て

「合
」
を
用
い
た
も
の
は
、
今
の
と
こ
ろ

一
例
も
見
い
だ
し
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

③

一鴎

□首
□
ヽ
カ
ィ訂

道

迩

迩
金

（

全

入

入
人

人

之

之

　

（東
大
寺
防
災
十
一
七
九
δ

含

４
じ

右
の
木
簡
は
習
書
で
あ
る
。　
一
見
す
る
と

「参
入
」
か
と
思
わ
れ
る
が
、
果

た
し
て
参
入
と
い
う
漠
語
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
脈
が
わ
か
ら
な
い
の
で

決
定
し
難
い
。
全
体
の
形
を
眺
め
て
い
る
と
、
「人

・
入
」
の
形
を
も
つ
文
字

を
並
べ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
も
見
え
る
。
類
似
の
形
を
も
つ
文
字
を
習
書
し

。
国
方
女
王

「国
書
□
□
王
□
」

。
余
位
□
□
　
□
□
□

９
０
金
平
城
宮
木
簡
』
四
十
四
二
一
人
）



た
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
に
二
年
熟
語
も
拾
え
な
い
。

こ
の
木
簡
の
出
土
遺
構
で
は
、
大
仏
鋳
造
に
関
わ
る
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

年
代
は
天
平
末
年
頃
か
ら
天
平
勝
宝
年
間
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
茶

入
で
な
い
全
入
が
あ
る
と
確
定
で
き
れ
ば
、
注
目
す
べ
き
例
と
な
る
が
、
語
義

が
確
定
で
き
な
い
の
で
、
現
時
点
で
は
問
題
と
し
な
い
。

以
上
、
木
簡
に
お
け
る
茶
と
合
と
の
書
き
分
け
の
実
態
を
検
討
し
て
き
た
。

先
に
挙
げ
た
三
つ
の
検
討
項
目
に
つ
い
て
次
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。

Ｉ
、
天
平
六
年
以
降
の
木
簡
で
は
、
三
の
大
字

・
参
河
国
に
は
合
、
マ
キ
ル
系

の
語
、
参

・
参
向

・
参
出

・
持
参

・
参
入

・
参
中

・
参
上

・
向
参
に
は
、

奈
が
使
用
さ
れ
る
。

Ⅱ
、
天
平
六
年
以
前
の
木
簡
で
は
、
三
の
大
字
に
合
と
余
の
両
形
が
用
い
ら
れ

２
つ
。

Ⅲ
、
各
河
国
の
表
記
は
大
宝
四
年
以
降
に
限
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
項
目
に
追
加
す
べ
き
こ
と
は
、
「天
平
六
年
以
前
の
藤
原
宮
木
簡

で
は
、　
一
例
で
は
あ
る
が
、
マ
ヰ
ル
系
の
参
出
に
も
両
形
が
使
用
さ
れ
る
。」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

木
簡
の
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
は
、
正
倉
院
文
書
で
の
茶
と
合
と
の

書
き
分
け
の
実
態
と
大
き
く
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
正
倉
院
文
書
で
の
実

態
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
正
倉
院
文
書
以
前

（七
世
紀
―
八
世
紀
初
頭
）
の
実

態
を
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
霊
中
の
識
別
に
関
わ
る
《
と
合

と
の
明
確
な
書
き
分
け
は
、
七
世
紀
に
は
朔
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
七
世
紀
に
は
、
余
と
全
は
同
字
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

人
世
紀
に
入
り
、
大
宝
四
年
に
三
川
国
か
ら
参
河
国
へ
表
記
が
規
定
さ
れ
、

さ
ら
に
天
平
六
年
に
三
の
大
字
が
全
に
統

一
さ
れ
、
余
と
全
と
の
間
に
語
の
識

別
に
関
わ
る
、
形
態
上
の
書
き
分
け
が
生
じ
た
。
そ
の
結
果
、
人
世
紀

（天
平

年
間
以
降
）
に
は
、
あ
た
か
も
余
と
合
と
は
同

一
文
脈
の
中
で
入
れ
替
え
不
可

能
な
別
字
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
余
に
対
す
る
合
の
書
き
分
け
は
、
単
に
三
の
大
字

・
参
河
国
の
み
な

ら
ず
、
「サ
ン
」
と
い
う
漢
字
音
に
対
す
る
字
形
と
し
て
も
認
識
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
⑥
の
有
全
郷

（伊
豆
国
）
は
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
正
倉
院
文

書
や
、
年
代
は
降
る
が
、
東
南
院
文
書
に
も
類
例
が
あ
る
。

（資
料
１２
〉
倉
代
西
端
雑
物
出
入
帳

　
（続
後
四
〇
　
一
一
一
∠

〓
一一四
―
≡
一一五
）

倉
代
西
端
　
　
宝
亀
四
年

正
月七
日
下
緋
端
畳
合
拾
枚

「以
同
月
十

一
日
返
上
」

右
、
為
用
吉
祥
悔
家
所
借
下
、
付
別
当
僧
徳
意

（中
略
）

十
八
日
下
緋
端
畳
漆
拾
枚
　
紺
帳
伍
條

「
四
月
廿

一
日
返
上
了
」

右
件
二
種
物
、
為
用
上
十

一
面
悔
過
衆
僧
座
料
下
充
、

付
法
師
実
忠
　
見
使
全
林
師

文字の形と語の識別
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（後
略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（傍
線
筆
者
。
以
下
同
様
）

〈資
料
１３
〉
股
若
院
参
向
東
大
寺
衆
僧
交
名

　

（東
南
院
文
書
第
三
櫃
第
四
一
巻

家
わ
け
一
八
東
大
寺
文
書
之
二
　
四
一
一
頁
）

股
若
院
余
向
衆
僧
事

合

一
十
人

大
法
師
安
禎
呪
願
　
僧
勤
座
導
師

大
法
師
慈
冠
　
　
　
大
法
師
施
忠

僧
安
称
　
　
僧
慶
悠
　
　
僧
理
恵

僧
合
哲
　
　
僧
明
宣
　
　
沙
爾
延
寿

右
、
今
月
汁
日
列
剰
刻
件
、

弘
仁
六
年
十
月
対
日
少
寺
主
住
位
僧

「玄
福
」

上
座
法
師

「勝
献
」
　
　
　
　
　
　
都
維
那
僧
住
位

「寿
常
」

寺
主
大
法
師

〈資
料
１２
〉

・
〈資
料
１３
〉
と
も
に
、
僧
名
で
あ
る
か
ら
音
で
訓
ま
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
「サ
ン
」
に
対
し
て
は
、
と
も
に
合
を
用
い
て
い
る
。
〈資
料

‐２
〉
で
は
、
三
の
大
字
と
と
も
に
合
で
あ
る
。
〈資
料
１３
〉
で
は
、
僧
名

「全

哲
」
と

「余
向

・
見
余
」
と
の
間
に
書
き
分
け
も
見
ら
れ
る
。

参
河
国
、
三
の
大
字
の
み
な
ら
ず
、
数
字
の
三
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
語
に

つ
い
て
も
、
「
サ
ン
」
の
音
を
媒
介
と
し
て
、
マ
ヰ
ル
系
の
《
で
は
な
く
全
が

充
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
漢
字
音

「サ
ン
」
に
対
す
る

表
記
の
実
態
は
、
本
稿
と
は
別
に
改
め
て
考
え
た
い
。

五
、
ま

と

め

写
経
所
文
書

・
北
倉
文
書

・
紙
背
公
文
、
及
び
飛
鳥
藤
原
宮
木
簡

。
平
城
京

木
簡

・
平
城
宮
木
簡
に
お
け
る
奈
と
合
の
使
用
実
態
を
調
査
し
、
以
下
の
結
果

を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。

一
、
七
世
紀
か
ら
人
世
紀
初
頭

（天
平
六
年
）
に
か
け
て
、
《
と
合
と
の
間

に
は
、
語
の
識
別
に
関
わ
る
明
確
な
書
き
分
け
は
な
か
っ
た
。

二
、
人
世
紀
に
入
り
、
大
宝
四
年
の

「全
河
国
」
の
字
形
の
規
定
、
及
び
天

平
六
年
の
三
の
大
字
に
対
す
る

「全
」
へ
の
統

一
に
よ
つ
て
、
合
は
参

河
国
と
三
の
大
宇
専
用
の
字
形
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
マ
キ
ル
系
の

語

（参

・
不
参

・
参
向

・
参
出
・
持
参
な
ど
）
や
参
議

・
人
参
な
ど
を
表

記
す
る
場
合
は
、
「余
」
だ
け
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
、
天
平
六
年
以
降
、
余
と
舎
と
の
間
に
は
、
語
の
識
別
に
関
与
す
る
書
き

分
け
が
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
・
三

・
三
の
結
果
か
ら
、
当
時
の
文
字
を
書
く
人
々
の
ど
の
よ
う
な
意
識

が
窺
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

七
世
紀
か
ら
入
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
《
と
合
と
の
関
係
は
別
字
で
は
な
く
、

同
字
の
異
体
関
係
と
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後

（天
平
六
年
以

降
）、
合
が
舎
河
国

・
三
の
大
宇
専
用
と
な
っ
た
た
め
、
全
と
余
は
語
に
よ
っ

て
書
き
分
け
る
べ
き
字
形
で
あ
る
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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な
ぜ
な
ら
ば
、
別
字
と
意
識
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
程
、
明
確
な
書
き
分

け
が
両
者
の
間
に
は
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

合
と
余
は
、
古
代
の
日
本
語
に
お
い
て
、
果
た
し
て
同
字
だ
っ
た
の
か
別
字

だ
っ
た
の
か
。
本
稿
の
調
査
で
は
、
最
初
は
同
字
と
意
識
さ
れ
て
い
た
《
と
合

で
あ
っ
た
が
、
人
為
的
な
操
作
に
よ
っ
て
語
に
対
す
る
書
き
分
け
が
生
じ
、
そ

の
結
果
、
別
字
の
様
相
を
帯
び
る
に
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
も
し
、

こ
こ
に
別
字
意
識
を
認
定
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
文
字
用
法
上

の
変
化
の
結
果
生
じ
た
別
字
意
識
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。

後
世
の
中
国
の
字
書
類
は
、
余
を
俗
字

（『廣
韻
し

と
し
、
全
を
古
字

（『集

韻
し

と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
朝
や
唐
代
の
碑
文
に
余
の
字
形
が

見
え
る
。
教
違
の
籍
帳
に
も
余

。
合
が
見
え
る
。
ま
た
、
現
在
の
中
国
語
で
の

「参
」
の
発
音
は
、
［∽所
邑

で
、
三
は

［∽留
］
で
あ
る
。
全
は

「三
的
大

写
字
」
翁
漢
語
大
詞
典
』
『漢
語
大
字
典
し

と
あ
る
の
で
、
合
の
発
音
も

「罰
と

で
あ
る
。
奈
は

「同
参
」
翁
漠
語
大
字
血
ｅ

と
あ
る
の
で
、
発
音
は

「争
留
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
舎
と
余
は
声
母

・
韻
母
と
も
に
異
な
る
、
全
く
別
の
音
を

持
つ
文
字
な
の
で
あ
る
。
言
う
な
ら
ば
、
形

。
音

。
義
の
異
な
る
別
字
な
の
で

あ
る
。
七
１
人
世
紀
の
中
国
で
は
、
実
際
に
余
と
合
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
け
っ
し
て
、
同
語
を
記
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
日
本
語
の
場
合
と
同
じ
な
の
か
、
違

っ
て
い
る
の
か
。
中
国
語
で
の
あ

り
方
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
、
日
本
語
に
お
け
る
文
字
の
用
法
の
特
質
が
、
さ

ら
に
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
七
１
人
世
紀
の

中
国
語
資
料
を
語
に
即
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

七
１
人
世
紀
の
中
国
語
の
生
の
資
料
と
言
え
ば
、
敦
埋
の
文
書
類
が
そ
の
代

表
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
未
だ
充
分
な
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
が
、

『教
埋
社
会
経
済
文
献
真
蹟
釈
録
』

一
―
五
に
見
出
せ
る
余
と
合
に
つ
い
て
の

み
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

『教
違
社
会
経
済
文
献
真
蹟
釈
録
』
（唐
綿
耕
・
陸
宏
基
編
一
九
八
六
年

。
一
九

九
〇
年
）
は
、
図
録
と
釈
文
を
対
照
さ
せ
て
お
り
、
文
字
の
形
を
調
査
す
る
の

に
は
非
常
に
便
利
な
図
録
本
で
あ
る
。
戸
籍

・
計
帳

・
財
政
文
書

・
田
簿

・
売

券

・
法
律
文
書

・
度
牒

・
寺
院
関
係
文
書

・
書
儀
な
ど
、
社
会
経
済
史
料

一
三

人
八
点
を
収
録
し
て
い
る
。
年
代
の
み
な
ら
ず
内
容
的
に
も
、
正
倉
院
文
書
と

対
照
さ
せ
る
の
に
は
、
恰
好
の
資
料
で
あ
る
。

三
の
大
字
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
史
料
な
の
で
、
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
。

す
べ
て
、
合
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
実
態
で
あ
る
。
但
し
、　
一
点
だ
け
余
を

使
用
し
て
い
る
文
書
が
あ
る
。
五
四
七
年
の
八
州
効
殻
郡

（？
じ
計
帳
で
あ
る
。

こ
の
計
帳
に
の
み
三
の
大
字
に
奈
が
記
さ
れ
る
。
例
外
的
な
現
象
な
の
も
し
れ

な
い
。
西
魏
の
時
代
な
の
で
、
筆
録
者
が
中
国
語
を
母
語
と
し
な
か
っ
た
た
め

に
生
じ
た
現
象
と
考
え
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

三
の
大
字
以
外
で
は
、
す
べ
て
の
語
に
奈
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
に
示
す

通
り
で
あ
る
。

「参
軍

・
参
議

・
参
謀
」
な
ど
の
官
名
、
「参
差

・
参
商

・
参
拝

・
参
学

・

参
禅

・
参
羅

・
高
象
参
羅

・
参
羅
高
象

。
参
々
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語



は
、
例
外
な
ぐ
奈

で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
動
詞
と
し
て
の
余
は

「
マ
ジ
ル
」

「
マ
キ
ル
」
「謁
見
ス
ル
」
な
ど
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
す
べ

て
余
で
あ
る
。
人
名

「曹
参

・
曾
参

・
参
君
」
や
地
名

「参
墟
」
な
ど
も
余
で

あ
る
。
特
に
次
の
二
点
の
文
書
で
は
、
同

一
文
書
の
中
で
合
と
《
が
明
確
に
使

い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

（資
料
１４
〉
七
二

一
年

一
一
月
参
軍
王
某
牒
並
判
詞

　

（
『敦
建
社
会
経
済
文
献
真

蹟
釈
録
』
第
四
輯
四
三
一
買
）

（前
略
）

家
給
官
□
全
疋
斐
遣
、
比
為
推
問
未
了
、

（中
略
）

開
元
九
年
十

一
月
　
日
余
軍
王
□

（後
略
）

（資
料
１５
〉
九
五
八
年
九
月
西
朝
走
馬
使
富
住
状

　

（
『教
煙
社
会
経
文
献
真
蹟
釈

録
』
第
四
輯
四
〇
七
―
四
〇
八
買
）

（前
略
）

國
朝
信
物
、
亦
無
遺
失
。
終
渫
月
剥
獨
到
日
得
達
　
西
朝

（中
略
）

皇
恩
、
天
高
海
闊
、
限
以
剰
伺
、
守
職
遠
方
、
不
獲

朝
観
、
限
以
富
住
未
獲
辺
走
馬
、

余
拝（後
略
）

中
国
語
で
は
、
合
と
余
は
形
も
音
も
義
も
す
べ
て
異
な
る
別
字
で
あ
る
。
従

っ
て
、
語
の
違
い
に
対
応
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
の
結
果
で

あ
る
。
教
違
文
書
の

一
部
で
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
国
語
で

は
、
奈
が
全
と
同
じ
よ
う
に
、
三
の
大
字
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
無
か

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
何
故
、
日
本
で
は
天
平
六
年
ま
で
、
三
の
大
字
に

両
形
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

注
（
１
）

現
在
の

「参
」
に
、
か
つ
て

「余
」
や

要
こ

の
字
形
が
あ
つ
た
こ
と
は
、

様
々
な
字
書
類
に
示
さ
れ
て
い
る
。　
一
般
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
『五
磯
字
類
』
や

『木
簡
字
典
』
（木
耳
社
）
な
ど
に
、
中
国
各
時
代
の
具
体
的
な
字
形
が
掲
出
さ

れ
て
い
る
。
『大
漢
和
辞
典
』
は
、
奎
を
俗
字
、
全
を
古
字

（集
韻
に
よ
る
）、
茶

を
俗
字

（廣
韻
に
よ
る
）
と
す
る
。
蔵
中
進
氏
も

『則
天
文
字
の
研
究
』
（翰
林

書
一房
　
一
九
九
五
年

一
一
頁
）
の
な
か
で
参
に
複
数
の
字
形

（奈

・
合
）
の
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（２
）

三
の
大
字
に
全
を
用
い
る
こ
と
は
、
中
国
に
例
が
あ
る
。
そ
の
字
形
が
参
や
奈

で
な
か
っ
た
こ
と
、
字
形
の
一
部
に
三
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
蔵
中
氏

（前
掲
）

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（３
）

全
と
茶
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
『神
道
体
系

一
古
典
編

一
古
事
記
』
盆

九

七
七
年
）
五
六
貢
―
五
七
買
の
注
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「日
本
上
代
の
文
献
は
、

数
に
は

「参
」、
参
向

・
参
議

・
馳
参

。
人
参
に
は

「黍
」
を
用
い
て
例
外
は
少

な
い
」
と
し
、
上
代
の
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
「御
野
国
は
数
は
す
べ
て

「参
」
、
筑

前
国

・
豊
前
日
は

「余
」
を
用
い
る
。
養
老
の
戸
籍
の
数
は
下
総
回
は

「参
」

「余
」
を
混
用
し
、
常
陸
国
と
讃
岐
国
は

「参
」
を
用
い
る
。
こ
れ
ら
の
戸
籍
の
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不
統

一
は
珍
し
い
。」
と
認
定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
誤
認
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

先
ず
、
下
総
回
は

「全
」
し
か
用
い
て
い
な
い
。
写
真
を
見
れ
ば
自
明
で
あ
る
。

『大
日
本
古
文
書
』
巻

一
の
二
五
六
買
―
二
九

一
頁
で
は
、
確
か
に
三
の
大
字
を

「全
」
「茶
」
の
両
形
に
翻
刻
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
写
真

（続
々
修
三
五

ノ
五
裏
）
に
よ
る
と
す
べ
て

「全
」
で
あ
る
。

次
に
、
正
税
帳
を
通
観
す
れ
ば
わ
か
る

（本
稿
表

一
）
が
、
天
平
六
年
以
前
は
、

三
の
大
字
に
両
形
が
用
い
ら
れ
る
の
は
普
通
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た

戸
籍
は
、
す
べ
て
天
平
六
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
両
形
が
使
用
さ
れ

る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
珍
し
い
こ
と
と
は
言
え
な
い
。

天
平
六
年
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
古
事
記
の
写
本

の
年
代
か
ら
考
え
れ
ば
、
合

・
余
の
両
者
が
区
別
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
古
事
記
が
書
か
れ
た
和
銅
五
年
頃
に
、
全
と
奈
の
書
き
分
け
が
、
当

時

一
般
的
に
自
明
で
あ
っ
た
か
、
つ
ま
り
、
確
か
に
別
字
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、

簡
単
に
は
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
太
安
高
侶
は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
は
、
書
き

分
け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
。
但
し
、
三
の
大
字
以
外
の
マ
キ
ル
系
の
話
に
全

が
使
用
さ
れ
る
例
は
、
殆
ど
な
い

（本
稿
の
調
査
に
よ
る
）
の
で
、
区
別
す
る
意

識
は
、
既
に
内
包
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
西
宮

一
民
氏

『古
事
記
新
訂
版
』
（お
う
ふ
う

一
九
八
六
年
）
は
、
右

の
注
を
引
用
し
て
、
黍

・
参
の
書
き
分
け
を
採
用
し
て
い
る
。

（
４
）

続
修

一
五
裏

（ニ
ノ
四
二
四
）
大
根
申
請
継
文
　
天
平

一
七
年

続
々
修
四
四
ノ
三

（
一
一
ノ
三
四
人
）
自
宮
来
雑
物
継
文
　
（天
平
勝
宝
二
年
）

続
々
修
四
四
ノ
三

（
一
一
ノ
三
四
九
）
自
宮
来
雑
物
継
文
　
（天
平
勝
宝
二
年
）

続
々
修
三
八
ノ
ニ

（
一
一
ノ
五
三
二
）
写
書
所
告
朔
案
帳
　
天
平
勝
宝
三
年

（
５
）

資
料
名
は
正
集

。
続
修

。
続
修
後
集

・
続
修
別
集
所
属
の
も
の
は
、
『正
倉
院

文
書
目
録
』
（東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
）
の
名
称
に
従
う
。
そ
れ
以
外
は
、
『大

日
本
古
文
書
』
の
名
称
に
従
う
。

（
６
）

続
修
後
集

・
続
修
別
集

・
続
々
修
は
、
続
後

・
続
別

・
続
々
と
略
す
。

（
７
）

資
料
の
所
属
と

『大
日
本
古
文
書
』
の
巻
と
買
を
示
す
。
頁
は
該
当
箇
所
の
頁

を
示
す
。
以
下
同
じ
。

（
８
）

正
集
以
下
続
別
ま
で
は
、
『正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』

一
―

一
四
で
、
容
易

に
文
字
の
形
が
確
認
で
き
る
の
で
、
こ
の
範
囲
で
、
全
の
大
字
を
含
む
布
施
申
請

解
案
の
所
在
を
示
す
。

正
集

一
五
裏
（九
ノ

一
七
〇
―

一
七
四
）写
後
経
所
解
（案
）天
平

一
八
年
四
月
二
日

正
集

一
七
裏
全
一ノ
六
八
五
―
六
人
九
）写
後
経
所
解
（案
）
天
平

一
九
年

一
〇
月

一

日正
集
二
六
裏
ｕ（九
ノ
四

一
三
―
四

一
六
）
写
後
書
所
解
（案
）
天
平

一
九
年
七
月

一

日正
集
二
七
裏
０
一ノ
五
三
三
―
五
三
五
）
写

一
切
経
所
解
（案
）天
平

一
八
年

一
〇
月

一
日
正
集
三
五
裏
（未
収
）写

一
切
経
所
解
（案
）
天
平

一
八
年

一
〇
月

一
日

正
集
三
六
裏
０
一ノ
六
五
―
六
九
）写
後
経
所
解
（案
）
天
平
二
〇
年
四
月

一
日

正
集
四
三
裏
（九
ノ
四

一
七
―
四
二

一
）写
後
経
所
解
（案
）
天
平

一
人
年
七
月

一
日

続
後
六
全

一
ノ
四
五
五
―
四
五
七
）
写
経
所
解
（案
）
（天
平
勝
宝
二
年
？
）

続
後

一
二
全
一ノ

〓
二
〇
―

一
三
三
）千
部
法
華
経
布
施
文
案
　
天
平

一
二
年

一
一

月

一
三
日

続
別

一
四
３
一ノ
四
七
八
―
四
人
三
）造
東
寺
司
（案
）
（天
平
勝
宝
三
年
二
月
？
）

続
別

一
五
０
一ノ
四
七

一
―
四
七
五
）造
東
寺
司
（案
）
天
平
勝
宝
二
年

一
二
年
二
三

日続
別
二

一
全
一ノ
三

一
二
―
三

一
八
）東
大
寺
写

一
切
経
所
解
　
天
平
勝
宝
元
年

続
別
三
二
全

一
ノ
二
四

一
―
二
五
〇
）千
部
法
花
布
施
文
案
　
天
平
勝
宝
二
年
五

月
四
日

続
別
三
二
全

一
ノ
三
三
七
１
三
四
五
）
千
部
法
花
布
施
文
案
　
天
平
勝
宝
二
年

続
別
二
三
全
一ノ
六
三
二
―
六
三
四
）
写
書
所
解
（案
）
天
平
勝
宝
五
年

一
〇
月
二
日

続
別
二
三
全
一ノ
六
三
人
―
六
四
〇
）
写
書
所
解
（莱
）
天
平
勝
宝
五
年

一
二
月

一
〇



日続
別
五
〇
全
一ノ
五

一
五
―
五
二

一
）
写
書
所
解
（案
）
天
平
勝
宝
三
年
八
月

一
二
日

右
以
外
の
続
々
修
所
属
の
布
施
申
請
解
案
に
つ
い
て
も
、
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム

の
紙
焼
で
文
字
の
確
認
を
行

っ
た
。
こ
の
大
字
は
す
べ
て

「全
」
で
あ
る
。

（
９
）

用
例
数
の
総
計
は
五
三
例
に
な
る
が
、
こ
れ
は

一
文
書
中
に
奈
と
全
が
共
起
す

る
の
が
二
通
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

続
々
四
〇
ノ
二
一暴
全
〓
一ノ
四

一
五
）

（
・２
）

全

（八
例
）

続
修
二
〇
（四
ノ
四
三

一
、
五
ノ
二
四
四
）

続
々
三
ノ
四
裏
（四
ノ
四
人
九
）

続
々
三
九
ノ
ニ
裏
盆

七
ノ
五
七
六

・
五
人
八
）

続
々
三
九
ノ
四
裏
公
一〇
ノ
五
二

・
五
六

・
五
九
）

（
・３
）

蔵
中
進
氏
　
注

（
１
）

一
一
買
。

（
・４
）
　

『正
倉
院
宝
物
３
　
北
倉
Ⅲ
』
（毎
日
新
聞
社
　
一
九
九
五
年
）
の
写
真
を
資

料
と
し
た
。
北
倉
文
書
は
す
べ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
・５
）

公
式
令
第
廿

一
、
六
六
条
に

「凡
公
文
。
悉
作
真
書
。
凡
是
簿
帳
。
科
罪
。
計

臓
。
過
所
。
抄
膀
之
類
有
数
者
。
為
大
字
。」
と
あ
り
、
数
字
を
大
字
で
書
く
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
・６
）
　

「参
河
国
」
の
例
は

一
一
例
あ
る
が
、
写
真
が
確
認
で
き
る
の
は
五
例
で
あ
る
。

五
例
は
す
べ
て
全
で
あ
る
。
六
例
は

「丹
裏
古
文
書
」
な
の
で
、
写
真
が
確
認
で

き
な
い
。
五
例
の
全
の
所
在
は
、
続
別

一
全
一ノ
四
〇
三

・
四
〇
四
）、
続
々
四
〇

ノ
三
裏
全
ハ
ノ
五
人
○
）
、
続
々
四
四
ノ

一
〇
裏
盆

四
ノ
五
四
）
（全
河
白
絶
）
、

続
々
二
四
ノ
五
裏
全
一四
ノ
七
五
）
で
あ
る
。
冨
一川
白
絶
」
が
三
例

（二
五
ノ
三

〇
八

・
三
〇
九
）
、
冨
一川
史
生
」
が

一
例

（
一
五
ノ

一
三
二
）
、
ど
一河
目
」
全

五
ノ

一
三

一
）
が

一
例
あ
り
、
す
べ
て
地
名
の
参
河
か
と
思
わ
れ
る
が
、
表
記
は

「会
」
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
参
河
国
の
略
式
の
表
記
と
み
て
よ
い
。
大
宝
四
年

以
前
は
、
冨
一川
国
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
表
記
が
公
文
以
外
の

所
に
あ
つ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
習
一川
」
と
書
か
れ
た
の
は
帳
簿
や
聞
書
文

書
で
、
も
ち
ろ
ん
公
文
で
は
な
い
。

（
・７
）

藤
原
宮

・
石
神
遺
跡
の

「三
川
国
」
の
例
は
、
次
の
五
点
で
あ
る
。

。
□
□
□
□
回
上
回
□
□

。　
□
川
国
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『藤
原
宮
木
簡
』
一
十
四
二
じ

三
川
国
波
豆
評
□
嶋
里
□
□

一
斗
五
升
　
　
（『日
本
古
代
木
簡
選
』
一
〇
一
頁
）

三
川
国
各
田
評
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（飛
一
七
十
一
人
下
）

。
□
□
年
十
二
月
三
川
国
鳴
評

・
山
田
里
物
ア
ロ
ロ
回
□
米
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（飛
一
七
十
一
人
下
）

・
朔
十
四
日
記
三
□
□

。
□
□
五
日
記
三
川
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（飛
一
七
十
一
一四
下
）
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（飛

一
七
十
八
下
）
は
、
「飛
鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
」
盆

七
）
の

一
人
買
の
下
段
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
３
藤
原
宮
木
簡
』

一
―
四
二

一
）
は
、

『藤
原
宮
木
簡
』

一
の
四
二

一
番
の
木
簡
を
示
す
。
以
下
同
様
。

（
・８
）

鎌
田
元

一
氏

「律
令
制
国
名
表
記
の
成
立
」
翁
律
令
公
民
制
の
研
究
』
所
収

一
九
九
五
年
）

（
・９
）
　

『日
本
古
代
印
集
成
』
令
非
文
献
資
料
の
基
礎
的
研
究
―
古
印
―
」
報
告
書
）

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
　
一
九
九
六
年
）
三
人
九
買
に
、
続
々
四
七
ノ
第

一

四
号
の
文
書
断
簡
の
印
影
を
参
河
国
と
推
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
。

（
２０
）

数
字
の
書
き
方
に
関
わ
る
規
定
は
、
天
平
六
年
正
月
の
勅
に
よ
る

「官
稲
混

合
」
の
実
施
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
平
六
年
の
官
稲
混
合
を
境
に
、

正
税
帳
の
記
載
事
項
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
沢

田
吾

一
氏

『奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
』
（冨
山
房
　
一
九
二
七
年
）
、

薗
田
香
融
氏

『日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
（塙
書
房
　
一
九
八

一
年
）
。
こ
の
時

点
で
、
二
つ
の
字
形
が
使
用
さ
れ
て
い
た
三
の
大
字
を

「全
」
に
統

一
し
た
可
能

性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
頃
、
参
以
外
の
数
字
で
、
二
つ
の
字
形
が
併
用

さ
れ
て
い
る
も
の
は
殆
ど
な
い
。
仔
と
貯
、
伯
と
伯
の
異
同
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

（
２．
）

こ
の
木
簡
は
、

下
毛
野
国
足
利
郡
波
自
可
里
鮎
大
贄

一
古
全
年
十
月
十
二
日

３
藤
原
宮
木
筒
』
一
十
三
）

と
あ
り
、
地
名
表
記
が

「国
郡
里
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
宝
令
施
行
以
降
の
木

簡
で
あ
る
。
全
年
は
大
宝
三
年
と
解
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
七
世
紀
の
木
簡
で

は
な
い
の
で
、
特
に
問
題
と
な
ら
な
い
。
な
お
、
本
稿
に
示
す
木
簡
の
釈
文
は
報

告
書

・
概
報
に
よ
る
。
但
し
、
奈

。
全
に
つ
い
て
は
写
真
で
確
認
し
た
字
形
を
採

用
し
た
。

（
２２
）
　

「藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
概
報
」
（奈
良
県
教
育
委
員
会
）
に
よ
る
と
、
出
土
遺

構
は
Ｓ
Ｄ

一
〇
五
で
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
遺
構
と
さ
れ
る
。

（
２３
）

松
尾
良
樹
氏

「中
国
語
史
か
ら
み
た
正
倉
院
文
書
」
０
一〇
〇
三
年

一
〇
月
二

五
日
　
第
二
二
回
正
倉
院
文
書
研
究
会
口
頭
発
表
）

〔付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
四
年

一
月

一
一
日
奈
良
女
子
大
学

。
国
際
高
等
研
究
所
公

開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「古
代
日
本
語
を
読
む
―
東
ア
ジ
ア
の
文
字
環
境
―
」
で
の
研
究
報

告
を
も
と
に
成
稿
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
先
生
方
か
ら
貴

重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の

渡
辺
晃
宏
先
生
を
は
じ
め
史
料
調
査
室
の
方
々
に
は
、
準
備
段
階
か
ら
ご
指
導
を
賜
っ

た
。
ま
た
、
木
簡
の
写
真
の
閲
覧
に
は
、
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
お

礼
申
し
上
げ
る
。




